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は
じ
め
に

地
方
分
権
に
は
、
そ
れ
を
支

え
る
だ
け
の
財
政
基
盤
が
必
要

で
あ
る
。
そ
し
て
地
方
財
源
の

拡
充
は
、
ま
ず
地
方
公
共
団
体

の
財
政
の
自
立
性
、
自
主
性
、

自
律
性
、
す
な
わ
ち
財
政
規
律

を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地

方
公
共
団
体
の
財
政
構
造
の
体

質
を
強
化
し
た
上
で
論
じ
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、

地
方
分
権
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い

財
政
規
律
を
確
保
す
る
と
い
う

観
点
か
ら
、
道
府
県
税
の
う
ち

お
よ
そ
4
分
の
1
の
税
収
を
占

め
る
事
業
税
、
と
り
わ
け
地
方

法
人
課
税
と
し
て
の
事
業
税
を

取
り
上
げ
て
み
た
い
。

法
人
事
業
税
の
歩
み
と
問
題
の
所
在

1
9
9
3
年
の
衆
参
両
院
に

お
け
る
「
地
方
分
権
の
推
進
に

関
す
る
決
議
」
か
ら
始
ま
っ
た

わ
が
国
の
地
方
分
権
改
革
は
、

2
0
0
6
年
の
地
方
分
権
改
革

推
進
法
や
、
11
次
に
わ
た
る
地

方
分
権
改
革
一
括
法
等
に
よ

り
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立

性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
を
総

合
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
国
か
ら
地
方
公
共
団

体
へ
、
あ
る
い
は
都
道
府
県
か

ら
市
町
村
へ
の
事
務
・
権
限
の

移
譲
や
、
地
方
公
共
団
体
へ
の

義
務
付
け
・
枠
付
け
の
緩
和
等

を
中
心
に
改
革
が
進
め
ら
れ
て

き
た
。
し
か
し
、
地
方
公
共
団

体
が
移
譲
さ
れ
た
事
務
や
権
限

を
担
っ
て
い
く
た
め
に
必
要
な

地
方
財
源
の
拡
充
は
、
2
0
0

5
年
の
三
位
一
体
改
革
に
お
け

る
所
得
税
（
国
税
）
か
ら
住
民

税
（
地
方
税
）
へ
の
税
源
移
譲

を
除
い
て
行
わ
れ
て
い
な
い
。

2
0
1
4
年
6
月
に
地
方
分
権

改
革
有
識
者
会
議
が
と
り
ま
と

め
た
「
個
性
を
活
か
し
自
立
し

た
地
方
を
つ
く
る
〜
地
方
分
権

改
革
の
総
括
と
展
望
〜
」
に
お

い
て
、
個
性
を
活
か
し
自
立
し

た
地
方
を
つ
く
る
た
め
に
は
、

そ
の
基
盤
と
な
る
地
方
財
源
の

充
実
確
保
が
必
要
不
可
欠
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

今
後
、
地
方
分
権
を
実
現
し
て

い
く
う
え
で
地
方
財
源
の
拡
充

は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の

方
向
性
に
お
い
て
、
道
府
県
税

の
基
幹
税
目
で
あ
る
法
人
事
業

税
に
お
い
て
も
そ
の
あ
り
方
が

見
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

法
人
事
業
税
は
法
人
が
事
業

活
動
を
行
う
に
あ
た
っ
て
使
用

す
る
都
道
府
県
の
公
共
サ
ー
ビ

ス
の
費
用
を
法
人
に
分
担
さ
せ

る
応
益
課
税
で
あ
る
。
都
道
府

県
は
地
域
経
済
の
活
性
化
の
た

め
に
さ
ま
ざ
ま
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
て
お
り
、
法
人
が

そ
れ
を
享
受
し
て
い
る
こ
と
の

対
価
と
し
て
法
人
事
業
税
が
課

さ
れ
る
。
ま
た
、
法
人
事
業
税

は
事
業
と
い
う
収
益
活
動
を
行

っ
て
い
る
事
実
に
担
税
力
を
見

い
だ
し
て
課
税
さ
れ
る
収
益
税

で
あ
り
、
そ
の
課
税
標
準
は
、

受
益
の
程
度
と
収
益
活
動
に
よ

っ
て
実
現
さ
れ
る
担
税
力
を
よ

り
反
映
し
た
も
の
で
あ
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
法
人
事

業
税
の
本
質
か
ら
、
そ
の
課
税

標
準
と
し
て
相
応
し
い
の
は
外

形
標
準
で
あ
る
。
法
人
事
業
税

の
前
身
で
あ
る
戦
前
の
営
業
税

は
外
形
標
準
課
税
で
あ
り
、
戦

後
の
地
方
税
制
の
原
点
と
な
っ

た
シ
ャ
ウ
プ
税
制
に
お
い
て
も

附
加
価
値
税
と
し
て
課
税
す
る

こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
実

施
さ
れ
な
い
ま
ま
、
一
部
の
業

種
を
除
い
て
法
人
所
得
を
課
税

標
準
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た

（
外
形
標
準
課
税
が
導
入
さ
れ

な
か
っ
た
の
は
経
営
基
盤
の
脆

弱
な
中
小
企
業
へ
の
配
慮
か
ら

で
あ
る
）。
し
か
し
、
所
得
課

税
で
は
、
多
数
の
赤
字
法
人
の

存
在
に
よ
り
、
適
正
な
応
益
課

税
が
阻
害
さ
れ
る
た
め
、
そ
の

見
直
し
が
従
前
よ
り
検
討
さ
れ

て
い
た
が
、
2
0
0
3
年
度
税

制
改
正
で
、
資
本
金
1
億
円
超

の
法
人
企
業
の
み
を
対
象
と
し

た
外
形
標
準
課
税
（
付
加
価
値

割
と
資
本
割
）
が
導
入
さ
れ

た
。
外
形
標
準
課
税
の
導
入
に

よ
り
応
益
性
に
係
る
問
題
は
部

分
的
に
是
正
さ
れ
た
が
、
地
方

分
権
を
支
え
る
税
源
と
し
て
法

人
事
業
税
が
そ
の
役
割
を
担
っ

て
い
く
た
め
に
は
、
主
と
し
て

以
下
の
よ
う
な
課
題
が
残
さ
れ

て
い
る
。

①

外
形
標
準
課
税
が
導
入

さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
の

対
象
は
資
本
金
1
億
円
超

の
企
業
に
限
ら
れ
、
企
業

数
で
圧
倒
的
多
数
を
占
め

る
中
小
企
業
を
対
象
に
含

ま
な
い
外
形
標
準
課
税
で

あ
っ
て
は
、
応
益
性
の
要

件
を
欠
い
た
ま
ま
と
な

る
。

②

主
と
し
て
所
得
割
（
課

税
標
準
が
法
人
所
得
）
に

よ
っ
て
い
る
た
め
法
人
事

業
税
の
税
収
の
偏
在
度
が

大
き
く
、
普
遍
性
に
欠
け

る
。

③

所
得
割
は
景
気
の
影
響

を
受
け
や
す
く
、
税
収
の

安
定
性
に
欠
け
る
。

④

法
人
所
得
に
対
す
る
国

と
地
方
を
通
じ
た
税
率
、

実
効
税
率
が
、
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
中
で
そ
の
引
下
げ

を
求
め
ら
れ
て
お
り
、
法

人
税
と
法
人
住
民
税
、
法

人
事
業
税
（
所
得
割
）
の

税
率
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う

す
る
の
か
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
。

本
稿
で
は
、
と
り
わ
け
①
の

観
点
か
ら
議
論
を
進
め
て
み
た

い
。

近
年
の
わ
が
国
外
形
標
準
課
税
の
導
入

わ
が
国
に
お
け
る
法
人
事
業

税
の
外
形
標
準
課
税
の
導
入
及

び
拡
充
は
、
2
0
0
3
年
度
税

制
改
正
及
び
2
0
1
5
年
度
税

制
改
正
に
お
い
て
み
ら
れ
た
。

⑴

2
0
0
3
年
度
（
平
成
15

年
度
）
税
制
改
正

法
人
事
業
税
の
外
形
標
準
課

税
は
、
2
0
0
3
年
度
税
制
改

正
に
よ
り
、
2
0
0
4
年
4
月

1
日
以
降
の
開
始
事
業
年
度
か

ら
適
用
さ
れ
た
。
対
象
は
、
資

本
金
1
億
円
を
超
え
る
法
人
で

あ
り
、
外
形
標
準
課
税
の
課
税

標
準
の
割
合
を
4
分
の
1
と

し
、
付
加
価
値
割
と
し
て
0
・

48
％
、
資
本
割
と
し
て
0
・
2

％
の
課
税
と
な
っ
た
。
一
方
で

所
得
割
の
税
率
は
7
・
2
％
で

の
課
税
に
と
ど
ま
っ
た
。

⑵

2
0
1
5
年
度
（
平
成
27

年
度
）
税
制
改
正

法
人
事
業
税
の
外
形
標
準

は
、
2
0
1
5
年
度
税
制
改
正

に
よ
り
、
課
税
ベ
ー
ス
の
拡
充

が
図
ら
れ
た
。
対
象
法
人
の
変

更
は
な
い
一
方
で
、
外
形
標
準

課
税
の
課
税
標
準
の
割
合
を
2

0
1
5
年
度
8
分
の
3
、
2
0

1
6
年
度
2
分
の
1
に
拡
大
す

る
と
と
も
に
、
付
加
価
値
割
の

税
率
を
0
・
48
％
か
ら
2
0
1

5
年
度
0
・
72
％
、
2
0
1
6

年
度
0
・
96
％
と
し
、
資
本
割

の
税
率
を
0
・
2
％
か
ら
2
0

1
5
年
度
0
・
3
％
、
2
0
1

6
年
度
0
・
4
％
に
拡
充
し

た
。
一
方
で
所
得
割
の
税
率
は

7
・
2
％
か
ら
2
0
1
5
年
度

6
・
0
％
、
2
0
1
6
年
度
4

・
8
％
に
縮
小
し
た
。

本
改
正
に
よ
り
、
付
加
価
値

割
及
び
資
本
割
の
適
用
税
率
が

引
き
上
げ
ら
れ
た
一
方
で
、
所

得
割
の
適
用
税
率
が
引
き
下
げ

ら
れ
た
が
、
当
時
の
法
人
実
効

税
率
全
体
の
引
き
下
げ
の
議
論

と
深
く
関
連
し
て
い
る
こ
と
に

は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
た

だ
、
地
方
法
人
課
税
の
改
革
を

検
討
す
る
上
に
お
い
て
は
、
あ

く
ま
で
応
益
課
税
と
し
て
の
性

格
を
強
め
て
い
く
方
向
性
が
重

要
で
あ
る
。

上
述
の
2
0
0
3
年
度
税
制

改
正
及
び
2
0
1
5
年
度
税
制

改
正
は
、
一
連
の
地
方
法
人
課

税
の
改
正
を
含
め
、
地
方
税
原

則
と
し
て
の
応
益
原
則
を
充
た

す
地
方
法
人
課
税
の
改
革
と
し

て
評
価
で
き
る
一
方
、
対
象
法

人
が
資
本
金
1
憶
円
を
超
え
る

法
人
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
適
用
対
象
が
全
法
人
の

約
1
％
に
と
ど
ま
り
、
企
業
数

で
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
中
小

企
業
を
対
象
に
含
ま
な
い
外
形

標
準
課
税
で
あ
っ
て
は
、
応
益

性
の
要
件
を
欠
い
た
ま
ま
と
な

る
た
め
、
将
来
的
に
は
法
人
事

業
税
の
完
全
外
形
標
準
化
が
一

考
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る（
＊
）。

お
わ
り
に

応
益
性
の
問
題
は
、
法
人
企

業
の
受
益
と
負
担
の
関
係
に
お

い
て
、
地
方
分
権
下
で
の
地
方

公
共
団
体
の
自
主
性
、
自
律

性
、
す
な
わ
ち
財
政
規
律
を
担

保
す
る
と
い
う
意
味
で
重
要
で

あ
る
。
2
0
0
3
年
度
の
外
形

標
準
課
税
の
導
入
は
、
応
益
課

税
と
し
て
の
法
人
事
業
税
の
位

置
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
、
ま

た
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
今

後
、
外
形
標
準
課
税
の
拡
充
を

ど
の
よ
う
に
し
て
進
め
て
い
く

べ
き
な
の
か
を
検
討
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

他
方
、
税
収
偏
在
の
是
正
と

い
う
視
点
か
ら
、
法
人
事
業
税

の
今
後
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ

と
も
重
要
と
な
る
。
税
収
偏
在

是
正
の
動
き
の
中
で
、
法
人
事

業
税
の
位
置
づ
け
、
仕
組
み
を

ど
の
よ
う
に
考
え
、
ま
た
法
人

住
民
税
の
縮
小
、
地
方
法
人
税

の
創
設
・
拡
充
な
ど
、
周
辺
税

制
と
の
関
係
も
含
め
て
、
外
形

標
準
課
税
の
拡
大
な
ど
を
ど
の

よ
う
に
進
め
る
べ
き
か
検
討
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。

【
脚
注
】

（
＊
）
本
稿
で
は
、
主
と
し
て

応
益
性
の
観
点
か
ら
地
方
分
権
に

ふ
さ
わ
し
い
地
方
法
人
課
税
の
あ

る
べ
き
姿
を
考
え
た
が
、
例
え
ば

地
方
分
権
が
盛
ん
で
、
強
い
課
税

自
主
権
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
で
も
、

州
・
地
方
税
の
企
業
課
税
に
つ
い

て
応
益
課
税
の
考
え
方
は
重
視
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
、
実
際
に
は
、

州
間
で
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、

州
レ
ベ
ル
で
み
た
受
益
と
負
担
の

バ
ラ
ン
ス
が
確
保
さ
れ
て
お
ら

ず
、
応
益
性
は
満
た
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
試
算
結
果
も
あ
る
（
前

田
高
志
（
2
0
1
5
）、
10
頁
）。

ま
た
、
外
形
標
準
課
税
化
は
諸
外

国
で
の
趨
勢
に
む
し
ろ
逆
行
し
て

い
る
側
面
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し

て
お
き
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
外
形

標
準
課
税
は
多
く
の
赤
字
企
業
に

対
す
る
課
税
と
も
な
る
。
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研
究
セ
ン

タ
ー

5

戸
谷
裕
之
（
2
0
1
6
）「
地

方
法
人
課
税
の
現
状
と
課
題

―
地
方
分
権
と
地
方
偏
在
の

狭
間
で
」『
都
市
問
題
』
第
1

0
7
巻
第
4
号

6

林
宣
嗣
（
2
0
1
5
）「
地
方

法
人
課
税
の
課
題
と
改
革
の

方
向
」『
租
税
研
究
』
第
7
8

5
号

7

掘
場
勇
夫
（
2
0
1
5
）「
地

方
法
人
課
税
の
あ
り
方
と
論

点
整
理
」『
税
研
』
第
1
8
2

号

8

前
田
高
志
（
2
0
1
5
）「
地

方
分
権
と
地
方
法
人
課
税

ア
メ
リ
カ
の
州
・
地
方
税
か

ら
見
え
て
く
る
も
の
」『
地
方

税
』
第
65
巻
第
6
号

9

森
稔
樹
（
2
0
2
0
）「
税
源

の
偏
在
は
何
処
ま
で
是
正
さ

れ
う
る
か
〜
特
別
法
人
事
業

税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与

税
に
関
す
る
法
律
（
2
0
1

9
年
3
月
29
日

法

律

第
4

号
）」『
自
治
総
研
』
第
4
9

5
号

加納 輝尚
【世田谷】

地
方
分
権
に
ふ
さ
わ
し
い
地
方
法

人
課
税
の
あ
り
方
を
考
え
る
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